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狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室指定管理者募集要項 

 

 

狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）設置目的 

   保護者の就労等により常時家庭が留守等になっている児童の健全な育成

を図るため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号)第２１条の１０の規

定に基づき、学童保育室を設置する。 

（２）所在地 

   狭山市富士見１丁目１３番３３号 

位置図及び平面図等は別紙１「狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室

分室位置図及び配置図」のとおりとする。 

（３）開設時期 

   平成３１年４月１日 

（４）構造、規模 

 軽量鉄骨造平屋建て、敷地面積 1,716.96㎡、延床面積 185.55㎡ 

（５）主要設備 

   玄関、事務室、保育室、静養室、調理室、洗面所、トイレ（男女別）等 

（６）支援の単位 

   狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室における、狭山市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条

例第１６号）第１０条第２項に定める支援の単位は１である。 

 

２ 指定管理者が行う業務 

（１）狭山市立学童保育室条例（昭和４７年条例第５８号）第３条に規定される

業務に関すること。 

（２）狭山市立学童保育室条例第４条に規定される放課後児童支援員及び補助

員の配置に関すること。 

（３）その他、狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室指定管理者業務仕

様書のとおり。 

 

３ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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４ 管理運営に係る経費 

（１）指定管理料 

   狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室の管理運営に要する経費

の総額を、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎に予算の範囲内

において支払います。この場合、指定管理料の精算は原則として行わないこ

ととしますが、光熱水費（電気・ガス・水道料金使用料）、修繕料及び備品

購入費として予定した額に残額が生じた場合には、精算することとします。

ただし、光熱水費については、指定管理者の創意工夫による削減は、インセ

ンティブとして精算の対象外とします。（ＬＥＤ照明器具の交換修繕は提案

ではないため、インセンティブとはなりません。） 

   なお、指定管理料の具体的な金額や支払方法は、市と協議のうえ協定で定

めるものとします。 

（２）保育料 

   保育料の徴収は市が行い、市の収入とします。 

 

５ 資格要件 

（１）指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営できる法人その他団体としま

す。 

   なお、複数の法人その他団体により構成されたグループで応募すること

もできますが、その場合、次のことに留意してください。 

  ア 単独で応募した法人その他団体は、グループによる応募の構成団体と

なることはできません。また、同時に複数のグループによる応募の構成団

体となることはできません。 

  イ グループで応募する場合は、グループの名称と代表となる法人その他

団体を定めてください。この場合、グループの代表及び構成を変更するこ

とはできません。 

  ウ グループにおける出資比率の最小限度基準は、構成員数が２団体の場

合にあっては３０％以上、３団体の場合にあっては２０％以上とします。

ただし、代表となる法人その他団体の出資比率は５０％以上とします。 

    なお、出資を伴わないグループによる応募の場合は、出資比率を当該業

務に係る構成団体の責任比率としてください。 

  エ 構成団体間での協議の状況を確認するため、仮協定書又は協定書案を

添付してください。 

  オ 構成団体には、市内に所在する法人その他団体をできるだけ加えるよ

うにしてください。 
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（２）法人その他団体（グループの代表団体及び構成団体となっている法人その

他団体を含む。）又はその代表者が次の事項に該当する場合、応募すること

はできません。 

  ア 破産者で復権を得ない者 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の

規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者 

  ウ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１号の規定

により指定の取消しを受けたことがある者 

  エ 狭山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年

条例第３号）第４条の規定に抵触することとなる者 

  オ 国税及び地方税を滞納している者（法人その他団体の代表者を除く。） 

  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う

者若しくは暴力団又は暴力団の構成員（暴力団の構成員でなくなった日

から５年を経過しない者を含む。）の統制下にある者 

  キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手

続開始の申立てがなされた者 

  ク 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続開始の申立てがなされた者 

（３）法人の役員（無限責任社員、取締役、執行役、監査役、これらに準ずべき

者を含む。）が、（２）のア、エ及びカに該当しないものであること。 

 

６ 責任分担 

市と指定管理者の責任分担は、原則として別紙２「責任分担表」のとおりと

します。ただし、「責任分担表」に定めのない事項については、市と指定管理

者において別途協議するものとします。 
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７ 指定管理業務の継続が困難になるおそれがある場合の措置 

（１）指定管理者は、指定管理業務の継続が困難になるおそれがある場合に

は、速やかに市に報告しなければなりません。 

   この場合、市は指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善

策の提出及び実施を求めることとします。 

（２）市は前項により期間を定めて、改善策の実施を求めても当該期間内に改

善することができない場合、その他指定管理者の責めに帰すべき理由によ

り指定管理業務を継続することができないと認められる場合は、指定管理

者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができます。 

（３）前項により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全

部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に生じた損害に

ついては、市は、その責めを負わないこととします。 

（４）市又は指定管理者の責めに帰することのできない事由により、指定管理

業務の継続が困難となった場合には、市と指定管理者は指定管理業務継続

の可否について協議することとします。 

 

８ 原状回復義務 

指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定管理者

の指定を取り消され、管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられた

ときは、狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室の施設又は設備を速

やかに原状に回復しなければなりません。 
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９ 施設見学会の開催 

  狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室の施設

見学会を次のとおり開催します。見学を希望される場合

は、スマートフォンを用いて右下図に示す二次元コード

を読み取るか、パソコン等を用いて次のＵＲＬを入力し、

施設見学会参加申込フォームに必要事項を入力の上、令

和７年７月１１日（金）正午までに電子申請してください。 

 施設見学会参加申込フォームＵＲＬ https://logoform.jp/form/6LWm/996371 

（１）日時 

   令和７年７月１５日（火） 

   午前１１時００分から 

   ＊ 応募者多数の場合、時間変更の場

合があります。 

（２）場所 

   狭山市立入間川東小・富士見小学童保

育室分室 

（３）出席人数 

   会場の都合上、１事業者あたり４名

以内でお願いします。 

（４）持参するもの 

   スリッパ、本募集要項、業務仕様書

等資料 

   ＊当日、資料の配布は行いません。 

 

 

１０ 質問書の受付 

  募集要項等の内容に関して質問がある場合は、スマー

トフォンを用いて右図に示す二次元コードを読み取るか、

パソコン等を用いて次のＵＲＬを入力し、募集要項等質

問フォームに必要事項を入力の上、令和７年７月２２日

（火）正午までに電子申請してください。なお、電話での

質問、または締め切りを過ぎての質問はお受けいたしま

せん。質問に対する回答は、原則として、令和７年７月 

２５日（金）までに狭山市公式ホームページに掲載します。 

 募集要項等質問フォームＵＲＬ https://logoform.jp/form/6LWm/996410 

 

 

施設見学会 

参加申込フォーム 

募集要項等 

質問フォーム 

学童保育室 
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１１ 申請書等の提出及び受付 

  指定管理者に応募をする法人等は、応募関係書類を次のとおり指定された

場所へ、直接持参してください。 

（１）受付期間 

令和７年７月２５日（金）から８月８日（金）まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

（２）受付時間 

午前９時から午後４時（８月８日(金)は正午）まで 

（３）受付場所 

狭山市こども支援部青少年課（市役所本庁舎低層棟１階１２番窓口） 

 

１２ 応募関係書類 

（１）指定管理者指定申請書（様式１－１） 

※ グループで応募する場合 

ア グループ構成団体一覧（様式１－２） 

イ グループ応募理由及び業務分担表（様式１－３） 

ウ グループ仮協定書（様式１－４） 

（２）指定管理者事業計画書（様式２） 

（３）指定管理者自主事業計画書（様式３） 

（４）指定管理業務収支予算書（様式４－１、様式４－２） 

（５）受託事業実績概要書（様式５） 

（６）指定管理者指定申請確約書（様式６－１、様式６－２、様式６－３） 

（７）役員名簿（様式６－４） 

（８）法人等の概要が分かる書類（任意様式） 

ア 設立趣旨 

イ 沿革 

時系列で記載し、主な内容について具体的に記載したもの 

 

ウ 事業概要 

事業の内容や実績などが分かるもの 

エ 組織・運営 

・組織図、本社・支社・支店の業務執行体制等が分かるもの及び就業

規則又はこれに類するもの 

・経営の理念や方針、経営の効率化や透明性の確保に向けての取組

み、組織の管理やチェック体制などが分かるもの 

オ 代表者の履歴 
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カ 現在運営している全ての学童保育室の離職率（令和２～６年度） 

※ ただし、夏休み期間のみ等の短期雇用者は除く。 

（９）法人等の定款、寄付行為、規約その他これらに類するもの（任意様式） 

（１０）法人の登記簿謄本（任意団体は除く） 

指定管理者指定申請日前３か月以内に発行されたもの 

（１１）法人等の決算関係書類（任意様式） 

前年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、資産目録等又はこれら

に類するもの 

（１２）法人等の現年度の事業計画書、収支予算書又はこれらに類するもの

（任意様式） 

（１３）指定申請書を提出する日の属する年度の直近２年分の納税証明書（原

本） 

・法人税、消費税及び地方消費税 

（納税証明書の種類「その３」または「その３の３」） 

・都道府県民税、市町村民税等の納税を証する書面 

（１４）法人の役員名簿（任意様式） 

 

※注１ 上記の様式は、狭山市の公式ホームページからダウンロードし取得

できます。 

※注２ 応募関係書類の作成と提出にあたっては、次の点に留意してくださ

い。 

  ア 提出書類は、フラットファイル(例：Ａ４タテ・厚とじ用)で綴じ、

書類名が記載されたインデックスシール等を貼付してください。 

  イ 応募関係書類の作成に要する費用は応募者の負担となります。 

  ウ 提出書類について、提出期限後における差し替え及び再提出は認め

ません。 

  エ 応募者が提出書類に故意に虚偽の記載をした場合は、応募を無効に

することがあります。 

  オ 提出書類は返却しません。なお、応募関係書類の著作権は応募者に

帰属します。ただし、市は、指定管理者選定の説明等のため、必要な

場合には応募関係書類の全部又は一部を無償で使用できるものとしま

す。 

    また、応募関係書類については、狭山市情報公開条例に基づく開示

請求があった場合には、応募者の許可を得て開示できるものとしま

す。 

  カ その他、市が追加で書類作成・提出を求める場合があります。 

 



- 8 - 
 

１３ 提出部数 

（１）書類 

   正本１部、副本３部 

（２）データ 

   正本データは、ＷｏｒｄまたはＥｘｅｃｌ形式に保

存の上、スマートフォンを用いて右図に示す二次元コ

ードを読み取るか、パソコン等を用いて次のＵＲＬを

入力し、指定申請書等データ提出フォームに必要事項

を入力の上、令和７年８月８日（金）正午までに電子申

請してください。（１つのファイルの容量上限は   

１０ＭＢ、１回の回答全体の添付ファイルの容量上限

は約１００ＭＢです。） 

  データ提出フォームＵＲＬ https://logoform.jp/form/6LWm/1023690 

 

１４ 選考方法 

（１）指定管理者候補者の選定にあたっては、こども支援部青少年課による書類

審査（第１次審査）及びこども支援部所管指定管理者選定委員会における事

業提案に係るプレゼンテーション・ヒアリングによる審査（第２次審査）の

２段階審査で行います。 

（２）審査は、下記の基準により行います。 

  ア 平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができる。 

  イ 利用者（こども及び保護者）本位の柔軟なサービスの提供ができる。 

  ウ 公の施設の効用を最大限に発揮させ、かつ、安全に管理することができる。 

  エ  公の施設を効率的に管理し、管理に係る経費の縮減を図ることができる。 

  オ  公の施設の管理運営業務を適正かつ確実に行うことができる物的及び

人的能力並びに財務基盤を有している。 

  カ  個人情報の適正な取扱いを確保することができる。 

（３）第１次審査は、下記の事項について審査を行います。 

ア  団体審査（適格性の審査） 

イ  事業提案内容の審査（整合性の審査） 

（４）第２次審査では、下記の事項について審査を行います。 

ア 受託能力の評価 

イ 提案内容の評価 

（ア）管理運営方針 

（イ）運営及び維持管理に関する提案 

（ウ）事業に関する提案 

ウ 管理運営費の評価 

指定申請書等データ 

提出フォーム 
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（５）プレゼンテーションは制限時間内で説明いただきます。説明が制限時間 

を超える場合は、制限時間終了時点をもって中断させていただきます。 

 

１５ 選考結果の通知 

指定管理者候補者の選定結果は、全ての応募者に１０月下旬までに文書で通

知します。 

 

１６ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定及び協定の締結 

こども支援部所管指定管理者選定委員会で選定された指定管理者候補者

と細部についての協議を行い、仮協定を締結し、令和７年第４回狭山市議

会定例会における議決を経て、指定管理者に指定した日に正式な協定とし

ての効力が発生することとなります。 

なお、協定で定める主な事項は次のとおりです。 

  ア 指定管理者が業務を実施するうえで従うべき基準 

  イ 指定管理者の指定期間 

  ウ 指定管理料の額と支払い方法 

  エ 指定管理者が行う施設の修繕と備品の購入の範囲 

  オ 個人情報の保護 

  カ 業務の実施状況等に係る報告書の作成と提出 

  キ 協定の解除の要件 

  ク 市と指定管理者の責任分担 

（２）指定等に係る留意事項 

市議会の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適

当と認められる事情が生じたときは、指定管理者に指定しないことがあり

ます。なお、前記の指定管理者に指定しない場合や議会の議決が得られな

かった場合においても、公募に要した費用や管理運営の事前準備のために

支出した費用については、一切補償しません。 

 

１７ その他 

指定管理業務の実施にあたっては、この募集要項に定めることのほか、狭山

市立入間川東小・富士見小学童保育室分室指定管理者業務仕様書に定めると

おりとします。 

 

１８ 問い合わせ先 

   狭山市こども支援部青少年課 電話 04-2941-4316（直通） 

   電子メール：seishonen@city.sayama.saitama.jp 
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別紙１（１（２）関係） 

狭山市立入間川東小・富士見小学童保育室分室位置図及び配置図 

（１）位置図 

 

＜交通案内＞ 

西武新宿線狭山市駅東口から徒歩約１５分、または 

狭山市駅東口から西武バス「狭山台団地（井戸窪経由）」行き約５分、「狭山郵

便局」バス停から徒歩約５分 

関越自動車道川越ＩＣから国道１６号線で約７km、約２５分 
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（２）平面図 

 

 

（３）設備概要 

電気設備 受電設備（動力設備交流三相３線式２００Ｖ、電灯コンセン

ト交流単相３線式１００／２００Ｖ、契約電力６０Ａ）、電

灯・コンセント設備（非常用照明器含む）、弱電設備（電話

設備ほか） 

空気調和設備 天吊り型エアコン３台、排風機 

給湯設備 ガス給湯器１台、ＩＨレンジ 

防災設備 消火設備（消火器）、避難設備（非常照明、誘導灯、誘導標

識）、非常警報設備 

給排水設備 給水設備一式、排水設備一式 

通信設備 外線電話設備、テレビ視聴設備、カメラ付インターホン２台 

 

 

 

 

 

 

調理室 

保育室 
玄関 

トイレ 

事務室 
静養室 
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別紙２（６関係） 

責任分担表 

 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・

住民及び施

設利用者へ

の対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施

設利用者からの苦情、要望、訴訟への対応 
 ○ 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変

更 

一般的な税制変更  ○ 

施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

行政的理由

による事業

変更 

行政的な理由から、施設管理、運営業務の継

続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更

を余儀なくされた場合の経費及びその後の維

持管理経費における当該事情による増加経費

負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴雨、豪雨、洪水、地震、落盤、火

災、争乱、暴動その他の市又は指定管理者の

いずれの責めにも帰すことができない自然的

又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修

復による経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるも

の 
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤

りによるもの 
 ○ 

資金調達 

運営上必要な初期投資、資金の確保  ○ 

経費の支払い遅延（市→指定管理者）によっ

て生じた事由 
○  

経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によ

って生じた事由 
 ○ 
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種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

施設・設備

の損傷 

小規模なもの  ○ 

上記以外 ○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特

定できないもの（小規模なもの） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特

定できないもの（上記以外） 
○  

施設・設備

の修繕 

小規模なもの（１件１００万円以下(税込)）  〇 

上記以外 〇  

展示物等の

損傷 

管理者としての注意義務を怠ったことによ

るもの 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特

定できないもの（小規模なもの） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特

定できないもの（上記以外） 
○  

第三者への

賠償 

指定管理者の責めに帰すべき理由により損

害を与えた場合 
 ○ 

情報漏洩、

セ キ ュ リ 

ティ 

情報の漏洩、警備不備による事故及び犯罪

発生 
 ○ 

事業終了時

の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期

間中途における業務を廃止した場合におけ

る事業者の撤収費用 

 ○ 

債務不履行 
指定管理者の債務不履行による指定管理業

務の破綻等のリスク 
 ○ 

自主事業リ

スク 
自主事業の運営に関するリスク  ○ 

管理上の問

題を伴う事

故に対する

責任 

必要な保険への加入  ○ 

（注）施設の利用者等に損害を与えた場合、第一義的には指定管理者がその損害

の賠償責任を負うものとします。 

 

 

 


